




要約:昨年に引き続き実態調査を続けると共に本年度は三重県における ATL 母子感染防止

対策を三重県産婦人科医会、小児科医会で検討した。一次検査は各産科医院、病院で実施

し確認検査はセンターである三重病院に検体を送付して実施する。陽性者に対しては産科

医が指導し、出生後は小児科医に紹介し経過観察し抗体価は三重病院で定期的に測定する

ネットワークをほぼ確立した。また ATL の院内感染対策については特別の消毒などの対策

は不要と結論した。


